
議案第９号 

令和２年度鴨川市一般会計補正予算（第 11号） 

 

 令和２年度鴨川市の一般会計補正予算（第 11号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ200,760千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ23,719,247千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （繰越明許費の補正） 

第２条 繰越明許費の追加及び変更は、「第２表 繰越明許費補正」による。 

 （地方債の補正） 

第３条 地方債の追加及び変更は、「第３表 地方債補正」による。 

 

  令和３年２月１日提出 

                                                 鴨川市長 亀田 郁夫   
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　１　歳　入 （単位   千円）

1 市税 4,082,889 0 4,082,889

1 市民税 1,648,500 △ 5,000 1,643,500

2 固定資産税 2,042,287 25,000 2,067,287

3 軽自動車税 106,100 5,000 111,100

6 入湯税 61,001 △ 25,000 36,001

13 分担金及び負担金 29,930 △ 289 29,641

1 分担金 11,100 11 11,111

2 負担金 18,830 △ 300 18,530

14 使用料及び手数料 680,222 △ 5,813 674,409

1 使用料 434,407 △ 1,745 432,662

2 手数料 190,083 △ 5,107 184,976

3 証紙収入 55,732 1,039 56,771

15 国庫支出金 5,993,349 17,466 6,010,815

1 国庫負担金 1,302,786 9,624 1,312,410

2 国庫補助金 4,682,523 7,538 4,690,061

3 委託金 8,040 304 8,344

16 県支出金 1,326,832 △ 6,107 1,320,725

1 県負担金 668,221 9,680 677,901

補 正 前 の 額 補　　正　　額 計款 項

第１表　歳入歳出予算補正
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2 県補助金 549,518 △ 15,102 534,416

3 委託金 109,093 △ 685 108,408

17 財産収入 14,418 △ 293 14,125

1 財産運用収入 12,218 247 12,465

2 財産売払収入 2,200 △ 540 1,660

18 寄附金 373,383 1,810 375,193

1 寄附金 373,383 1,810 375,193

19 繰入金 1,352,526 △ 169,895 1,182,631

2 基金繰入金 1,269,622 △ 169,895 1,099,727

21 諸収入 366,325 △ 24,839 341,486

3 貸付金元利収入 83,299 3,990 87,289

4 雑入 273,141 △ 28,724 244,417

5 受託事業収入 6,805 △ 105 6,700

22 市債 3,416,108 △ 12,800 3,403,308

1 市債 3,416,108 △ 12,800 3,403,308

23,920,007 △ 200,760 23,719,247 歳　　　　入　　　　合　　　　計
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（単位   千円）

1 議会費 196,992 △ 687 196,305

1 議会費 196,992 △ 687 196,305

2 総務費 6,980,890 △ 22,463 6,958,427

1 総務管理費 6,531,675 △ 21,680 6,509,995

3 戸籍住民基本台帳費 148,087 0 148,087

4 選挙費 61,082 586 61,668

5 統計調査費 23,679 △ 1,369 22,310

3 民生費 6,032,508 1 6,032,509

1 社会福祉費 3,033,885 18,022 3,051,907

2 児童福祉費 2,377,428 △ 19,098 2,358,330

3 生活保護費 582,865 △ 47 582,818

4 国民年金事務取扱費 11,588 242 11,830

5 災害救助費 26,742 882 27,624

4 衛生費 2,287,791 △ 18,423 2,269,368

1 保健衛生費 628,991 △ 2,913 626,078

2 清掃費 899,010 △ 9,710 889,300

4 病院費 678,890 △ 5,800 673,090

6 農林水産業費 694,400 △ 7,663 686,737

補　　正　　額 計款 項 補 正 前 の 額

　２　歳　出
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（単位   千円）

1 農業費 526,789 △ 7,663 519,126

7 商工費 745,301 △ 14,799 730,502

1 商工費 745,301 △ 14,799 730,502

8 土木費 1,324,230 △ 47,916 1,276,314

1 土木管理費 160,089 2,539 162,628

2 道路橋梁費 624,074 △ 49,791 574,283

3 河川費 11,757 △ 664 11,093

4 都市計画費 54,831 0 54,831

5 住宅費 473,479 0 473,479

9 消防費 893,525 △ 26,048 867,477

1 消防費 893,525 △ 26,048 867,477

10 教育費 1,508,038 △ 58,549 1,449,489

1 教育総務費 201,811 △ 10,173 191,638

2 小学校費 366,227 △ 8,105 358,122

3 中学校費 203,711 △ 8,681 195,030

5 社会教育費 212,135 △ 1,688 210,447

6 保健体育費 524,154 △ 29,902 494,252

12 公債費 3,218,976 △ 4,213 3,214,763

1 公債費 3,218,976 △ 4,213 3,214,763

23,920,007 △ 200,760 23,719,247 歳　　　　出　　　　合　　　　計
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2 総務費 1 総務管理費 （仮称）小湊さとうみ学校整備事業 481,520

4 衛生費 1 保健衛生費 新型コロナワクチン予防接種事業 148,939

6 農林水産業費 1 農業費 農林業経営継続支援事業（新型コロナ対策） 8,300

農業施設補修事業 3,390

3 水産業費 漁業経営継続支援事業（新型コロナ対策） 8,300

市単独漁港整備事業（新型コロナ対策） 9,690

7 商工費 1 商工費 海辺の魅力づくり推進事業 31,296

第２表　繰越明許費補正

追加 （単位　千円）

款 項 事　　　業　　　名 金　　額
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8 土木費 2 道路橋梁費 道路橋梁維持補修事業 2,255

狭隘道路整備事業 1,650

防災・安全社会資本整備交付金事業 30,800

社会資本整備総合交付金事業 40,331

3 河川費 河川改修事業 7,000

急傾斜地崩壊対策事業 1,500

4 都市計画費 公園維持管理事業（新型コロナ対策） 9,500

5 住宅費 市営住宅維持管理事業 17,250

特定空家対策事業 5,500

被災住宅応急修理支援事業 100,800

被災住宅修繕緊急支援事業 319,200

（単位　千円）

款 項 事　　　業　　　名 金　　額
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8 土木費 2 道路橋梁費 市道整備事業 79,432 市道整備事業 104,507

金　　額

変更 （単位　千円）

款 項

変　更　前 変　更　後

事　　　業　　　名 金　　額 事　　　業　　　名
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起債の方法

減収補てん債 42,500

42,500計

普通貸借
又は

証券発行

　５．０％以内
（ただし、利率見
直し方式で借り入
れる資金につい
て、利率の見直し
を行った後におい
ては、当該見直し
後の利率）

　
　政府資金及び地方公共団
体金融機構資金については
その融通条件により、銀行
その他の場合にはその債権
者と協定するものによる。
　ただし、市財政の都合に
より、据置期間及び償還期
限の短縮、繰上償還並びに
低利債への借換えをするこ
とができる。

第３表　地方債補正

追加 （単位　千円）

起　債　の　目　的 限　度　額 利　　率 償還の方法
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（単位　千円）

限度額
起債の
方　法

限度額
起債の
方　法

利率
償還の
方　法

認定こども園施設改修事業 28,200 23,800

ほ場整備事業 24,600 22,500

幹線市道整備事業 161,700 113,500

急傾斜地崩壊対策事業 2,200 1,600

216,700 161,400

起　債　の　目　的

普通貸借
又は

証券発行

　５．０％
以内（ただ
し、利率見
直し方式で
借り入れる
資金につい
て、利率の
見直しを
行った後に
おいては、
当該見直し
後の利率）

変更

補　　　　　正　　　　　前 補　　　正　　　後

利率 償還の方法

　政府資金及び地方
公共団体金融機構資
金についてはその融
通条件により、銀行
その他の場合にはそ
の債権者と協定する
ものによる。
　ただし、市財政の
都合により、据置期
間及び償還期限の短
縮、繰上償還並びに
低利債への借換えを
することができる。

補正前
に同じ

補正前
に同じ

補正前
に同じ

計
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